












令和4年4月現在　　

理事長 神谷　典成 長野社会ふくし専門学校　校長

理事 神谷　　泉 北アルプスの風法人グループ事務長

理事 中村　勇一 株式会社ティ－・アイ－ピ－代表取締役

理事 堰免　啓二 地域密着型介護老人福祉施設リーベおおにわ施設長

理事 田中　妙子 地域密着型介護老人福祉施設リーベにいむら施設長

理事 熊谷　好彦 特別養護老人ホームリーベおおまち施設長（令和4年4月1日就任）

監事 大貫　　心 税理士法人西川会計　公認会計士、税理士

監事 川上　明子 精神保健福祉士、介護福祉士、元特養施設長、元救護施設長

評議員 丸山　順子 松本短期大学介護福祉科　学科長

評議員 山口　　晃 株式会社ケアリング　代表取締役

評議員 鈴木　健児 松本医療福祉専門学校　教員

評議員 小松　瑞樹 信州介護福祉専門学校　学校長

評議員 内山　　博 元大町市大新田町自治会長

評議員 上條　英雄 前松本市島立大庭町会長

評議員 塩入さな江 上田市社会福祉協議会　真田地域包括支援センター

生活支援コーディネーター　　　　　(令和4年4月1日就任）

任期　4年　令和2年6月18日～令和６年度定時評議員会終結時

評議員名簿（７名）

理事名簿（６名）

社会福祉法人北アルプスの風　役員名簿

監事名簿（２名）

任期 2年　令和3年6月25日～令和5年度定時評議員会終結時

任期　2年　令和3年6月25日～令和5年度定時評議員会終結時



社会福祉法人 北アルプスの風 理事、監事及び評議員の報酬に関する規程  

  

（目的）  

第 1 条 この規程は、社会福祉法人 北アルプスの風（以下「法人」という。）の理事、監事

及び評議員の報酬について必要な事項を定める。  

  

（理事及び評議員の報酬）  

第 2 条 継続的かつ定期的に就業する理事の報酬は、法人の業績、個人の役割、職務内容等

を総合的に勘案・評価し別表 に定める範囲内で報酬を支給する。  

２ 前項に該当しない理事が理事会、評議員会へ出席した時、その他法人業務へ携わった

ときは、別表に定める報酬を支給する。ただし、理事において、施設、本部事務局の

職を兼務する者は除く。 

３ 評議員が、評議員会、その他法人の業務へ携わったときは、別表に定める報酬を支給

する。ただし、定款 8条に定める 1人当たり各年度の報酬総額５０，０００円 を超え

てはならない。 

  

（監事の報酬）  

第 3 条 監事が法人及び事業の運営状況を指導又は監査の業務にあたった場合は、別表に定

める報酬を支給する。 

２ 監事が、理事会、評議員会へ出席した時は、別表に定める報酬を支給する。 

 

（報酬等の支給方法）  

第 4 条 別表に定める常勤理事に対する報酬等の支給時期は、当月 1日から当月末日までの

分について、翌月 20日に支給する。 

２ 別表に定める非常勤理事、評議員、監事に対する当年度（4月 1日から 3月 31日）の報

酬は、当該定時評議員開催時の翌月 20日に支給する。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額がある場合にはその金額を控除し 

て支給する。 

４ 報酬は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、本人が希望した場合は、その指定

する金融機関等の口座への振込みにより報酬の支払いを行う。 

 

（改正）  

第 4 条 この規程を改正する必要が生じた場合には、評議員会の議決を経なければならな

い。 

附  則  

この規程は平成２９年 ６月１９日から施行する。  

この改定は平成３１年 ４月 １日から施行する。 



 

 

  

別表 

名   称  報   酬  

常勤理事報酬（第 2条 1項に定める報酬）  月額 1,000,000円以内  

非常勤理事（第 2条２項に定める報酬） 日額５，０００円  

評議員（第 2条３項に定める報酬） 日額５，０００円 

監事（第 3条 1項に定める報酬）  日額３０，０００円 

監事（第 3条 2項に定める報酬） 日額５，０００円  

  

 

   






























































